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を
行
お
う
と
す
る
場
合
の
条
件
を
定

局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
の
各
欄
に
記

載
す
る
た
め
の
コ
ー
ド
表
(
無
線
局
の
目

的
コ
!
ド
及
び
通
信
事
項
コ
!
ド
を
除

め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(
同
二
六
 

O
無
線
局
免
許
申
請
書
等
に
添
付
す
る
無
線

定
に
よ
り
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
等
並
び
に

そ
の
記
録
及
び
提
出
の
方
法
を
定
め
る
件

l

l

局
事
項
書
の
無
線
局
の
目
的
コ
�
 ド
の
楠

及
び
通
信
事
項
コ
�
 ド
の
欄
に
記
載
す
る

た
め
の
コ
ー
ド
表
を
定
め
る
件
の
一
部
を

O
及
び
同
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
事
業

計
画
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
特
に
公
表

す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
事
項
を
定
め
る

件
(
同
二
七

O
)

放
送
法
施
行
規
則
第
八
十
六
条
第
一
項
の

験
の
具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件

項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
と
き
を
定
め
る
等
の
件

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
総
務
大
臣

が
告
示
す
る
事
項
を
定
め
た
件
の
一
部
を

改
正
す
る
件
(
向
二
六
二
)

規
定
に
基
づ
く
認
定
基
幹
放
送
事
業
者

(
協
会
及
び
学
園
を
除
く
。
)
の
事
業
計
画

書
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
事
項
を
定
め

の
一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
二
五
三
)

る
件
(
同
二
七
二

(
同
二
七
八
)

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
二
十
条
及

O
び
別
表
第
七
号
第
三
の
一
二

ωの
規
定
に
基

づ
く
登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
点
検

の
実
施
方
法
等
及
び
無
線
設
備
の
総
合
試

験
の
具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件

(
同
二
七
九
)

( 
O 

トル宇
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平成� 23 6月 29H 水� Uji1H 朝i

O

。
一
平
成
二
十
七
年
十
…
科
三
日
及
び
そ
の
後
笈
年
ご
と
の
十
一
一
月
一
日
と
す
る
。

4
・一

 

総
務
省
告
示
第
二
活
七
十
六
号

260 

す
る
。

ニ
テ
ィ
放
送
を
行
う
滋
上
基
幹
放
送
局
に
つ
い
て
同
時
に
有
効
期
間
械
が
満
了
す
る
よ
う
総
務
大
院
が
別
に
告
示
で
定
め

る
日
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
臼
か
ら
施
行
す
る
。

な
れ
州
、
平
成
七
年
制
開
山
政
小
窓
口
ポ
第
百
九
十
八
口
守
(
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
を
行
う
放
送
筋
に
つ
い
て
邸
内
降
に
有
効
期
限

が
満
了
す
る
よ
う
郵
政
大
臣
が
倒
的
に
俊
一
爪
で
定
め
る
臼
を
定
め
る
件
)
は
、
平
成
二
十
三
年
六
汚
二
十
九
日
限
り
機
止

ー
一
後
波
法
施
行
緩
別
問
(
昭
和
一
一
十
五
停
電
波
数
理
委
長
会
綴
制
約
第
十
四
号
)
第
間
間
十
三
条
の
一
日
一
第
一
環
の
綴
定
に
義
づ

第
一
き
‘
基
幹
放
送
局
の
事
業
計
額
の
愛
媛
の
編
出
に
関
す
る
務
壌
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
二
十
臼
か

山
川
一
な
お
、
昭
和
五
十
…
年
臨
時
政
省
告
示
第
二
綴
十
七
号
(
放
送
潟
の
世
券
業
計
磁
の
変
更
の
開
続
出
叫
に
隠
す
る
事
項
)
同
体
、

登
録
検
点
篠
崎
噌
世
帯
業
者
等
規
則
(
一
平
成
九
年
都
政
省
令
第
七
ふ
ー
ん
ハ
努
)
第
十
五
条
第
十
一
符
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
の

生
命
又
は
身
体
の
耐
火
金
の
確
保
の
た
め
そ
の
漉
政
な
運
用
の
務
削
除
が
必
要
な 
4

無
線
局
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
一
平
成
二
十
五
年
六
月
一
二
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

一
平
成
二
十
一
一
一
年
六
月
二
十
九
日

滋 

袖
鮒
側
溝
同
訓
〈
懇
意
洩

無
線
局
の
密
約
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
抑
制
山
綴
閥
均


一
絞
空
一
保
安
周


二
放
送
事
業
用
〈
磁
笈
閥
均
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)


一
一
一
飛
行
援
助
用


。
総
務
省
品
開
示
第
二
否
七
十
八
号

登
録
検
資
紘
一
可
奈
幾
者
等
規
則
(
平
成
九
年
務
放
後
令
第

定
に
基
づ
き
、
登
録
検
驚
等
事
業
者
が
行
う
検
畿
の
災
施
方
法
等
及
び
相
鴨
川
線
設
脇
被
の
総
合
試
験
の
同
然
体
的
な
確
認
の
方

齢
制
8
銀
総
吋
山
内 

什
的 

54
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ぷ
八
ぷ
ι
~
い
品
吋
刷

総
務
大
箆

持即刷何日〉間抑掛蹴

一
送
協
会
〈
以
下
♂
史
一
ど
と
い
う
J
及
び
特
定
地
上
薬
品
村
放
送
機
業
務
〈
協
会
及
び
放
送
大
学
学
嵐
(
平
成
十
問
問
等
法

外
一
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
告
示
寸
P
E
V
O

日
溺
冷
似
合
ペ
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一
総
出
俊
援
す
る
事
項
は
、
無
線
開
均
免
許
手
続
規
則
〈
昭
如
和
二
十
五
年
電
波
滋
寝
袋
険
会
規
刻
第
十
夜
間
巧
〉
綴
六
条
第

一
一
駁
各
吟
、
第
二
項
各
号
、
第
一
一
一
演
窓
口
号
、
第
五
項
各
録
、
第
六
項
各
号
又
は
第
七
税
収
合
符
に
掲
げ
る
事
項
〈
日
本
放

二
機
注
す
る
。

…

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

九

日

総

務

大

臣

片

山

財

務

博

十� JL八 六� li 1lL1七

i滋
事項主;量豊吉放言組高そ

開 のの にる 

の組 


要重出す演行う放送るのを一会(協綴疫' 者のの苓議

編祭総集


番組� 

の 設える 総える 事業局業務又家綴る 及ぴ
のに

機檎 学雪除量議を 産議及ぴ設備は整襲

o 1及び 関P 

考交 主ヱ富ド義
 iの

iのそ

ゐ十 3事事警百者葬 護襲
に� i濁 項

分
にる る霊続の童行 数道語す 喜す善他の 者に を八

る書放 関事毒る
1警務資 する姿察う淡

喜� 
-

項

[g 

月
 E震事
2ぴえ

主主新員役に 月に豊に語許� 
三2

gz iii員
こた関す� B※ 

遜
と.選任にさ事項る 載記をし印 規付をし変更後続手

又
ま

資出

変後� 

!日

そを


対
現に第四

比
れた更がに変 たのも犠考欄現状語のし則

宅役員事あ 又
類

の つ は

履E 余害警産た 自
場合 に変緩� 

放送

編集

月
の

十

放語� 

す関

変項� 

て
新

しミ

た
も
の

。
総
務
省
北
開
示
第
二
百
七
十
七
回
吟

項
な
除
く
。
〉
の
変
更
に
係
る
楽
演
と
し
、
持
続
出
は
、
次
の
衰
の
上
織
の
区
分
に
従
い
、
照
表
の
下
欄
に
潟
げ
る
縫
出
書

類
に
、
そ
の
与
し
一
遜
を
添
え
て
幾
務
な
く
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日

一

平

成

二

十

五

年

六

月

二

十

九

日

総

務

大

級

片

山

善

待

法
務
」
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
忘
年
六
月
三
十
日 

か
ら
遜
胤
す
る
。

M

電
波
法
脇
行
規
制
約
〈
昭
和
二
十
五
年
電
波
滋
場
委
員
会
規
則
第
十
関
脇
勺
〉
第
八
条
第
一
壌
の
綴
ゆ
え
に
基
づ
き
、
コ
ミ
ュ

。
総
務
省
俊
一
木
第
二
一
路
七
十
五
号

律
第
百
五
十
六
勾
〉
然
一
一
一
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
臨
(
以
下
「
務
磁
い
と
い
う
。
)
を
除
く
。
以
下
向
じ
。
)
に
つ
い

て
は
、
放
送
番
組
の
綴
轍
般
の
基
準
、
放
送
番
制
緩
の
綴
終
に
関
す
る
基
本
計
轡
及
び
放
送
番
殺
の
審
議
機
関
に
関
す
る
士
事

事Et設� 

書汗設手 長E
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提
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お
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漆
議
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市
甘
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命
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山
徐
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添
見
)
制
湖
沼
謀
総

可
向
印
刷
迫
諮
問
吋
潤 

磁
一
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δ
湖

仰
が
嚇
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叩
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関

」

叶

滋

山
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治
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載
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鴻
議
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勾
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叩
満
州
ミ
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孫
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裁
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総
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相
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電源設備の区分(補助協器禁又は キ話送話するときは、「不可」とする。
予備電波、非常電源、発動発議議機

(2) 費者線淡務日誌� 1 鏑{すけの有無を喜怒べる� 

2 使用が終わったaか
及び蓄電池を含む。)ごとに定機鐙

保存されているかど
庄及び容量を工事設計替の等しと

る。� 
照会し、確認する。


3 必要な記載事項が記載されて

いるかどうか調べる。
 

J
み 異体的な検交の爽絡方法毒事� 検査の成績(3) その他の番号類 備付けの有無の適否を翻ペミ5. 付

な
織
し
る

即応す
い免許ゆ誘惑の添	 なお、当該蕎類が滋磁的方法に

無

(

有
ぎ

の
と

定
可

幾
不

の
「

令
は

満
と

を法

)

が
注

1 潟波数 l 家長せとして会ての潟波数につ 善幸容綴遂を超えるときは、� f不
いて、その緩そをìl!g~をする。ただ付簿類の写し、変	 より記録されたものである&ぢ 五むとする。

縮
刷(1) 免許人の氏名又 状

を
照

許
し
を

免
写
現

(
事

J
畿
の

付
時
々
。

吋
獄
、
る

の
り
す
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、
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(2) 無線設備の設滋 無線設僚の殺儀場所(然給雲監中 相違するときは、� F不可jとする。
場所{常設場所)	 継装霞の波長霊場所役会む。)を免許
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とする。2 工事設計審関係	 強度

む
紺
一
一
様

l 送{議議義援については、それぞ 相違するときは、「不可Jとする。� 
れの装滋ごとに発射可能な電波
の恕式及び潟波数安工事設計著書
の等しと務会し、線認する。� 

2 <;愛媛後援については、それぞ
れの遺産緩ごとに受信湾総な電波

2
0
N
Z
ω	

の滋式及び燭波数をヱ毒事設計警
の怒しと照会し、機認する。

(2) 送受信設備、特 1 滋5変緩絞機、特殊な設綴及び� 2 務遂するときは、� とする。
殊な設鎌及び約機 附j総事長霊堂ごとに裂式又は名称、� ! 
袋援の型式又は名 製i議各時S普及び型式検定番号又は
称、製造主義母及び 技術毒患幾適合夜明主番号若しくは

NUT{
t
向
を
、
、

出
指
澄
て
し

社
内

型式検定義考又は 工務設計総自在主参考を工事設計警
技術基準溺合絞明 の2事しみ照会し、確認する。� 
言番号若しくは工事
設計認統議長苦	 2 周波数測定装鐙の備付けにつ

3
。
然
舗
網
変
変
信
∞
∞
射
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更軍事言葉擦の添付望書 は、当該芸書類を表示できる備え付

類の怒し及び変更 けの電子計算機その他の機綴によ

の溺上討議撃の添付警 り表示して線べる。
 
警護者専の等し


注� 5祭該警警護翼が電磁的方法により記録tされている場合はJ室電子計算機その他の機器を備え付けて

いないとさ、表示できないとき又は記録がないとぢj と読み毒事える。� 

3 然線設{綴毒事� 
… 然線局事項悉及び工事設計警に記載された内考察の獲災の凝認

検交の攻g 主主体的な検霊祭の爽綴方法毒事 検査の成綴

l 無線局事項喬関係

し、発援方式がシンセサイザ…
方式の無線設綴で、向一湾波数
務内の湾波数の指定を複数受け
ているものにあっては、勝波数
帯ごとに、章受低、長義務、その中
間等の局波数そを滋定し、澱定ず
る。� 

2 無線設係省と然変織の状態で動
作させたときの搬送波の周波数
を測定する。� 

3 単側波平静の協淡そ使用する無
線設備(~総数零点滅側波宇野変調
方式のものを除く。)にあって

〈
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。
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いては、工事設計替の写しと照
会し、磁認する。� 

棺巡するとiきは、「不可Jとする。
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3 不潔発射の強度� l 原則として殺備規則別表第3
主まにおける不潔発射の強度の許
容{獲を綴泌する綬j波数総額のう
ち� 9kHzからllOGHzまで又は
や心潟波数の� 21憶の潟波数のう
ちいずれか謀議い主導波数までの周
波数撃話題で総定ずる。� 

許容倣そを越えるときは、「不可」
とする。� 

2 然線設機の構成(ろ波器、滋� 
1総務、毒事波警苦その他の機器の使
用の状況考察〉により、特定の潟
波数綴関において明らかに許容一ハ� 
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数特↑没者E示す醤類等により合礎
的に線認できる場合は、その留

Jeeを銃殺することで、当該周波数
総憾の測定に代えることができ
る。� 

3主た、給霊感点から後段で佼}f.j
ずる機器により不要発射が減袋
ずることが明らかなときは、il!lj 
1i::fi緩から減祭主量により葬喜志した
儀後若手j主主緩とすることがでさ
る。� 
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仰
h3 ~京良IJ として無線設備を遜?舎の

変網状態で動作させたときに給
後線に供給される周波数ごとの

併 記3草子濁波数帯緩についなE話 不渡発射の平均電力(無線測佼
ては指定されているδ考寄矧← 業務を行う無線局及び様側波幣

そを使用する無線局(移動局又は� 
30MHz以下の周波数の矯淡を
使汚する地上基幹放送局以外の
然線局に限る。)の送信設備(爽
数考察点滋害事l波帯変務方式のもの

せん

を除く。〉にあっては、尖媛君愛カ〉
ぜを誤.ljJ宣したイ盛又はその鐙そを殺綴
綴J!lJillJ表第3号に定めるところ
により搬送波電力殺しくは平均
怒カと比較した主査を不察発射の
強度とする。ただし、次に幾笈

贈波数字書i援のうち最小と
なる占有周波数帯綴(然
変調となる場合を含む。〉
とし、送信篭カについて
はマルチキャリア迷期待
の総電力(同時に運用で
きる複数波の最大出力の
ととをいう。以下問じ。)
の2分の� lとなる{銭安芸受
信電力とする。

{イ) (ア)によることが照灘な
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む
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会
叫
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する測定値を除く。� 

(l) 通常の動作状態が然変械で
あるもの又は変調させた状態
での測定が不可能なものにつ
いては、無変調状態において
測定した伎を測定{穫とする。� 

(2) マルチキャリア伐の送儀
設備で� 2以上の搬送波会開時
に増穏する送信設機会いう。
以下この訟において肉じ。〉を
使用する宇宙実装線滋捻校行う
主主球湾については、滋予言の撃を

場合;立、占有潟波数務綴
についてはマルチ本ャリ
アの逮常の変調状態疫機
擬する� 2波の総当燃波数
において指定されている
占有周波数帯綴のうちそ
れぞれ最小となるキbのと
し、送信篭カについては
マルチキャリア遺産賂時の
総電力の� 2分の uこなる
健を送信電力とする。

同(ア)及び(イ)によることが
議状態での溌~~をが図葉患な場合 密難な場合は、占有周波
にあっては、本芸書発射の平均 数手皆穏についてはマルチ
電力を測定した儀)Z.f立当該鐙 キャリアの滋殺の還を綴状
と設綴規員ImlJ表多彩3袴に定め 態を模擬する� 2淡の総滋
るところにより平均鎗カの値 湾波数において緩まをされ
を比較した幾を測定僚とす ている占有潟波数字努織の
る。ただし、マルチキャリア うちそれぞれ議Jれとなる
の通常の変繍状態そを次のとお ものとし、滋後程遠カにつ
り模擬するものとする。 いてはマルチ年ャリア遼



照時の総意誌カそをそれぞれ
の劉滋j濁波数のお有周波
数字静穏により幾分した送
縫議カとする。

ウ ア及びイで機擬すること

が強襲撃な場合であって、� 3 

波からマルチヰャリア選期

待の劉滋罪悪波数の波数まで

の綴態の潟波数の数で模擬


6 絵需主点のま義子毒事において渓j定
ずることができず、電界強度の
澱定による場合でみって、議事~AE
領域において外来波の影響を除
去することができず澱定緩に綾
瀬できない湾波数範簡があると
きは、その周波数範囲の測定安
省略することができる。� 

1 変調方式ごとに、同一周波数 許容綴そを超えるときは、「不可j

綴内の議、緩い苦手IHきj穏波 帯内の任問の� 1J育波数を選定 とニマTる。
数、 綴も言語い苦手� iさき湾波数及 し、測定'9る。� 
び務当周波数のうち設定可 2 無線設備の通常の渡期におけ

するとさは、必・3華燭波数手勢

能な総護窓会毒事務費織とする苦手j 

f
r
o

F

寸 
る変調状態で測定する。ただし、

E議周波数の雲監淡を使黒ずる
感 湾波数偏移、周波数綴役、裂を繍

ものとし、それぞれの割当
度又は送信スペクトラム考察の測
定に代えることができる。

4
h
h
f
h
v

鱒波数における占有周波数
字務綴及び送信滋カについて
は、次のとおりとする。 1 原則として会ての周波数ごと 許容{践を超えるときは、「不可」
例 占有周波数溝橋につい

では指定されている占有
周波数字結憾のうち最小と
なる占有周波数字帯幅(無
変調となる場合を含む。)
とし、送信電カについて
はマルチキャリア運用時
の総雲監カを周波数の数で

器 除した健を送信電力とす
る。

{イ) (めによることが困難な
場合は、� dヨ有周波数字葬揺
については複数の窓当周
波数において指定されて
いる占有周波数帯鋸のう
ちそれぞれ霊童小となるも
のとしも送信電力につい
てはマルチキャリア遂F号
待の総鐙カを湾波数の数
で除した{震を送信電力と

v
T

するや

{ウ) (ア}及び{イ}によることが

一山部一一 

に、然変識の状態で動作iさせた
ときの霊堂カを測定する。ただし、
発援方式がシンセサイザ…方式
の無線設機で、同…潟波数字校内
の湾波数の指定者旨複数受けてい
るものにあっては、周波数事務ご
とに、議録、議潟、そのや開発撃
の潟波数を滋支度し、iJliJヱE'9之;)0 

2 隊側波平診の滋波を使用'9る然
線設緩(~総数零点選挙側波宇野変線
方式のものを除く。〉にあって
は、試験設備に1，500Hzの変総
周波数によって変潟し、その変
線入カレベル認を変化ささせて試
設備の飽和出力の俄そ号機定
る。たたし、尖頭滋カで測定
るものにあっては、試験設備� 
2つの還を綴周波数によって変調
したときの試験設備の尖綴犠カ
のf僚とすることがでぎる。� 

3 j¥i総数等霊点選縁側波宇野変調方式を
使用する無線絞f践にあっては、

とする。� 

国難な場合は、占有周波 試験設備ぞれ，QOOHzの変潟j潟波
数字静穏については複数の 数によって変綴し、その変滅入
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劉当照波数において指定
されている占有周波数字響
機のうちそれぞ、れ最小と
なるものとし、送{設需主力
についてはマルチキャリ
ア遼用時の総電力をそれ
ぞれの割当周波数の占有
周波数帯i憾により案分し

カレベル唱を変化させて試験設備
の飽和総カである平均箔カを語認
定するものとするφ� 

4 駐機送波そを蹴搬送波で変認す
る方式のものにあっては、部綴
送淡の入カレベルを媛大にした
とざの震設カ袋線建ずる〈この場

4 不要発射の強度は、設備規則
別表第3号・に規定する参照幣域
穏当たりの値に換算したもの
を、河表に規定する尊重伎で記載
する。� 

5 議界強度の ~I]定による場合
は、障害物の彩惑ができる凝り
少ない受信点で行うo 

主搬滋淡を変調� (70%以上)す
るものとする)。� 

5 能率換算によって算出する場

合は、昭和34年郵政省告示第 
  
683符(無線設備の空中線電力 

及び算出方法を定める件)第5

現第3号に定める算出方法によ

る。


たイ直を送信電力とする。� 合、部鍛送波は規定緩内〈変調
潟波数450Hz以上〉で変貌し、

W
州

叩試み

め
ψ
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6場683 電昭項流和にによ年よる郵っも政ての算省と告出すす示る第空合号は中第線、2 34

7 空実中線電定あ力の行指定ヒ所係る箇相荷誠所違と際に測をう筒が

す喜E つては、その高るものに
入されるろ波器減や衰高周波併

最をせての損失又は等載

(roHV

する。� 

電力8
て、
通過、反のそ射形測の電電定値力力をを計の行併測をせう用定て場がい測合て可定で空能すあ中なる線

合は� 

!6 隣接チャネル漏え� す許容{直を超えるときは、「不可J
い電力 に、その とる。

同一定周波1 原則と値務定のし周て中をで波全測専間き数て定湾等る帯す.の 指 を ののご周韻周ると波.波たに数語数辰だをごし凪

あっては
定最高、 そ

して測� 

2 測規定定に当たっては、 設帯備域規内則j
で する設備ごとの に

車
ふく

高射される電力の比を測定す
る。

門 岡

刊当← 基準とすにる適。合しないときは、「不
霊定を主し立た居波警緩設測帯における 可」

霊 の 型 」とに 定の� 1周波霊備
規則の変に調備規す定周波すを選数定又は、変調従当該度無を

る条件にって る。

色E なお、航空局及主び海送岸波局の無線
の型式変が搬設備幅であって、振度

変測定調のものにあっては、 調
を する。� 

基準とすに適合しないときは、「不
設備に 可 」 る 。

レる号2E t4)1を選 型書定第は聖す6測て君ぴとE兄間あをのっ条の45設掲備げ鑓る長 第線数� 

8 送信パルス特性
に 無波
意の l B 

に規開定周す立るパルス定
時 、 ち下ぞがり� 
間隔(それれ時間

l9受信感度 基準とすに適合しないときは、「不
可 」 る 。 �  

局務長警、則任警に意官告規の寺E定l謹島す周るl無条言警語件を堅2に選従持昔定霊っしてUHF 
備にあ き
のうち

童
測設備定規する。

次笥ピ定掲す諜げる条る2無霊線に祭設従備っ定てに測あ量定っ規て
基準とすにる適。合しないときは、「不

は 、任 可」

る。� 

l HF、VHF及びUHF適
信装霞(航空局に限る。)� 

2 無線航行陸上局の無線設備

る。� 

に
表

場っ. 

警選と、

任ス� 

則す意の
に規

幅時
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11 安全施設� 

(1)す電る安波全の施強度設に対 線平成儲出1か1年ら郵発政射ぴ省さ告れ示る第電語3佃定度の号強めの(無度

zfd警波め撃度のi量
を、 施行電規� iJIJ表強 2f号直の3の2
に定める の のと比較す
る。

電波の強度が基準値を超えると
きは不可」とする。� 

安況� (2) 高圧電施気に対施す
る全設の設
状

l 高圧箇ぽ所すが露出して人体に危
警を及 おそれがあるかどう
か調べる。� 

2 空イぼすズ中線、 給下電し線、 カウンタ←
ポ
及

が丞 て人体に危害を
おそれがあるかどうか弱

べる。� 

不適当と認められるときは、「不
可」とする。

(3) 空施中線の保安施
設の設状況

空生中E(線カにおける遊ポ雷器ズ又は接地。)
装置有 びウンターイ を含む
の 及その適否を調べる。

設設作していないとき、又は正常す
に動 しないときは、「不可」と
る。� 

(4) 保護装震の施設 設置の有無及び動作の良dを調 設勤穫していないとき、又は正常す
状況 べる。 に作しないときは、「不可」と

る。

注� 1電気的特性の検査については、できる限り擬似空中線回路を使用し、又はシールドルーム

内において検査を行うこと。

注2 送信装置のうち、型式検定に合格した無線機器又は法第4条第2号の適合表示無線設備(以

下「適合表示無線設備Jという。)については、占有周波数帯帳、スプリアス発射又は不要発射
の強度及び隣接チャネル漏えい電力の強度検査を省略することができる。

注3 本実施方法等によるほか、他の方法によって実施する場合は、その実施の方法及び実施の
結果を記載すること。

総合試験
検査を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを

総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認する。

無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。

総合試験の方法等 検査の成績

l 通信の相手方及び使用する電波の型式並びに周実波地数
は、代表的なものを選定し、次のいずれかにより に
通信を行う。� 

(1) 通信系の受信端における通信路の信号対雑音比、符
号誤り率、回線信頼度の測定� 

(2) 感度、明瞭度、混信妨害及び雑音等の有無� 

(3) 号無線設憾すの送受作等若の切換、 {制言御デ又は呼出像等の特表定の
{言に対る動 しくは受 一夕、画の示の
良否� 

正常とすにる機c能しないときは、「不
可J

2 複数の伝送ルートを有する場合には、通信の相手方ご
とに代表的な周波数を選定し、実地通信を行う。

ただし、単一通信路の閤定局にあっては、代表的な通
信の相手方を選定する。� 

正常に機能しないときは、「不
可」とする。

3 監ぞ視れ錦、制御装置及び警報装置を備をる場合は、そ
れ の装置の動作状況についても確認る。

正常とすに動作しないときは、� Fフド
可」る。

世叫一川

注 本実施方法等によるほか、他の方法によって実施する場合は、その実施の方法及び実施の結果
を記載すること。� 



第� 2 船舶局及び船舶地球局の検査実施要領� 

l 無線従事者の資格及び員数� 
「一一一一

検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成綴� 

選任されている無線従び事員者数の確免 資格及びと員き数が法令可の規とす定を満び任事されている無選従数1 
足しないきは、「不� j る。許証すによりその資格及 を者の資格及線員| 

認る。� 

(ro
2 選従任事されている実無 任されている無線従事者が、選該 従事の事実がないと確認できる
線 者の従事事 当 無線局に従無事線確しているかどう ときは、「不可」とする。

かについて、 業認務日誌その他
の従確事の事す実が できる書類に
より認る。�  

l 

1|3d E ぴは任宅裏需書努童謡議 する を しているか る職と のい れかを実施、「していな
主 実 うかについて、 の書類により い 認できるときは不可」と

確認する。 する。� 

う者に11無す線設備練の操作びを行割(1) 
対施 る司実� 確商及 練の実i言十11

の事が認できる書類�  

(2) その他職務書の実施の事実が
確認できる類� 

線い

2 者定事よに受任主よりけ量任確るて普主認架い通任線する従無るかii主線事固ど主従者う星争講か野者習に修のつ言
ZとE満事きた者は無な講J習不従修了可事」者

を い苦講了習

有効有な主任だいヶ無なし月、纏いに従誌をして
とする。た

の選任この後限6 とき
は、 りではない。七E 涯認線すてに

選す任されている従無線事従者事証者が所事び者そ 所力有とがすの失事る効。実しがたてだなしいとき又はは、そ「の有る船舶す局無線 明書に 効� hるとき 準不
より確認る。 可」特 し、乗組み基

の 例を受けているときは、この
限りでない。� 

5 避難通信費任者の 無線従事者選解任屈により確認

配霞
 する。 可」条 .2 規則配の無置とす線の2第従る事事実項者たがだの夜な規明しい定をと施要にき行よしは、 「船

33 り、

舶合局は、無この限り証で明ない。要 ない

不第場

2 法第60条の時計及び備付書類等

N

選任されている主任条無線従事規ど 合ず施理務確的行な理由がないにもかかわ
者定が、 施職行務規則実第施次34 の5に ら 34 5規則ず第� 条の に規定す

二
白
川
川
一
川
「 

ω川
一
対
的 

苦
手 

(2) 無線業務日誌� l 備付けの有無を調べる。 備付しけの有無等が法令可」のと規す定るを。� 
満足ないときは、「不

2 使存用さがれ終てわLった日から� 2年間
保� hるかどうか調べ
る。� 

3 必要な記載事項が記載されて
いるかどうかを調べる。� 

備付けの有無及び現行化の適否(3) その他の書類 備付けの有無等(が)法令の規定を
を調べる。 満足すしないとき 注は、「不可」

とる。
付免書申類請許書の申請写の書し、付の添変書

な毒示お記、草し録藷当てさ該調れ書星べた類空るも言.55あ的説方法に
より

がの電で磁� る
とき


i喜色器著船書舶量
は、 え付
けの によ等z

の録写し、 局 り表示
局 名 等

注 当該審類が電磁的方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けて

いないとき、表示できないとき又は記録がないときJと読み替える。

3 無線設備等

無線局事項審及び工事設計警に記載された内容の事実の確認� 

寸 

掠
求
世
)

F

検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成綴� 

l 無線局事項書関係� 

(l) 免名許称人の氏住名又
は 並びに所 (免写許をし照を状含合及むしび。、)申確に請認よ書すりの、る添。そ付の言記書類載

事項 認す� 

本自選するときは、「不可」とする。

(2)場所無線設備の設置 免照許合状及び無線す局事項警の写し
と し、確認る。� 

相違するときは、「不可」とする。

(3) 所無AE3 線(設条備件がの設あ置る

箇湯 に限る。)

送受び信装置装、 空中線系、認電無す源線る設局。
備事及項 附属 置について、

撃の写しと照合し、確

がで話

l 備法第34条の所義務船舶等の無線次
設の設蜜箇については、
による。� 

(1)d朝無「野義線童船話題鏑等鵠
(。以)下 務設船義(局」とい

う の 備務同規船則舶第28
条の� 2第� 2 の 局等
の無線第設備項を各除とく について
は、法� 34条 号の要件に適
合としていない きは不可」

する。

回 義務な船通い又電信舶無は波局線す当15電該にる6.8備話無こM線えでとHなが電あzけっれば
なら て、� 
F3E 航海な
船橋で き

いとき 無線電限話の空音E
中線が船舶のできる り上
に設蜜されていないときは、
「不可」とする。

検査の項目 兵体的な検査の実施方法等 検査の成綴� 

l s寺言十 備付けの有無を調べる。 備付けの有無が法令の規定すを満
足しないときは、「不可」と る。� 

2 備付書類� 

i1) 免許状 備付けの有無等を調べる。 備付けの有と無等が法令Jのと規す定るを。
満足しない きは、「不可� 

間一俳
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(3) 義務船舶絡に備えなければ
ならない然線設繍(溜難El動
絞備後除く。)が、通常操船ず
る場所マ遭難滋僚をを送り、又
は受けることがでさないとき
はJ不可j とする。ただし、
船体の機滋J二、言語該場所に設
露撃することが悶難又は不合現
であると地方局後が認めたも
のは除く。

(1) 夜中線から綴射される電波
の進路そを妨害撃T.:Q物件のない
佼霊堂に設綴滋れていないとさ
はJ不可」とする。� 

(2) 溺fE鎗気iこ対する3記念絡殺
について、施行線刻第22~長か
ら第26~設までに燦笈ずる捻綴
がされていないときは、� r;ド� 
i'iJJ ~こする。 

(必義務船舶R請に備えなければ
ならない衛緩EP 1 R Bt，)S、
通常操船ずる場所で滋陥制御
できないとさは、「不河Jとす
る。ただし、通常操船ずる場

4 の
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l 義務船船主号の然線設綴につい
てとらなければならない綾畿に
ついては次による。

2 法第35条第� 2号の提言霊をとっ
所のilIくに絞鐙したものは徐 ている場合は、計器及び予綴品
く。� 

(5) 施行規則第28条第� 2演の然
線設備を備えなければならな

を犠え付けていること主主ぴに入
港中の点検等に従事する者が確
保されていることを委託契約書

いものについては、当該設備
が綴えられていないよさは、
「不可Jとする。� 

(6) 施行規則第28灸第� 3演の然
線設織を備えなければならな
いものについては、当該絞綴
が鍛えられていないときは、
「不可j とする。� 

(7) 施行規則第28条第4墳の然
線設織を備えなければならな
いものについてはも当該設機
が儀えられていないときは、� 

等により獲認する。� 

3 法第35条第3号の議塗をとっ
ている場合は、計器及び予綴品
者d癒え付けていることを確認す
る。

(2) (1)以外の義務総総局の無線
設犠については、法第3M長谷
号のうちーの捻霊堂をとってい
ないときはj不可Jとする。
ただし、施行線総j第2告条第� 2
号の規定に基づき、法第35条
の規定による捲蜜をとること
を要しない。出 f不可j とする。� 

(8) 施行主義烈第28条第� 5攻の然
(3) 無線設備の二重化の搭蜜を

線設綴を綴えなければならな
とっている場合であって、予

いものについては、当該設織
鑓設備を嬢えていないとき

が縫えられていないときは、
はJ不可j とする。� 

「不可j とする。 点
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銭 高圧電気に実守する安全施設
については、施行規則第22条
から第26条までに緩定する搭
鐙がされていないときは、� f不
可j とする。

立主義務総路局等に備えるイン
マルサット潟機能グループ呼
出受縫機に使汚する空中線に
ついては、設備綴尉第38条第� 
3環に規定する位置に設置さ
れていないときはJ不可Jと

N
t
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一
一
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川
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�
 
留
守

する。� 

2 船舶に絞憧するレーダーの設
讃儀所が本自選するときは、次に
よる。



(5) 場軽量上保守を免許人� Eきら号が方?行
う 合であって経上保地

潟を

思計議時合及い中はびのと� い縫な 1点誇予名き『備及検以不澱び等上可品確を当に量備Jと!?、該従保停著えます付泊滋けて他)のに

付と

は、� 73
{引，~にら船平計よい上得成なり保、及い守年備ぴとの郵予えき場政な備は合省品、け[に告れ不をあ示ば備可っ第jえて4 な� 

ない
けて� j 

ずる。

(5) 船舶鑓係事務 次の幕事項について、免許状、然 務巡するとさ?は、 とする。

1 船舶の所有者
 

2 船舶の潟途


3 航行す広域海()航行する広域制及び
航行る:域又は従業限

4 ~認際航海従事の有無

5 総トン数

6 旅寝定員

7 玄たる停泊港

器� 

9 償却母符字

2 工事設計議関係

(1) 送信(受信)五JI 1 送信袋震については、それぞ� i総選議するときは、「不可jとする。

蓄率能事すEれの裂の袋式鷺及とびごとに発数射確を能び周な電波波数の製正常及 工認I な絞後針波
の等し 照照合波し、 る。

2 受{震装鐙については、それぞ

れの装式置びご周とに受数信可能事な矯苦T波
の裂及 波を工設�  

3撃

の写しと照会し、磯認する。� 

(2) 終� 1 送受信設綴及び終'殊な設備に; 相滋するときは、� f不可� J~こする。 

piC;'>同JJ:令貯得ヨド 
2 ~付属装援については、それぞ
れの装鼠」とに霊安事ますた又は� 4務5縁の、

宅事方式・規格毒事を工設計
しと照合し、確認ミ~o

〆'町、
こ:k'"-f 

O 

入者を浴常 してるい務な

い場時合は 不可� J する。

らって� 
毒自

務条れ政し合省第たばに告義な35こ守年な第との要船平電に上と成波備る保法え
〈

(6) 
73
矯

は 、第
号あ示3けと事場4

事号寸 言撃を
勝費げ ら議い

接
由勾ι¥ 

[~..， 
、~

加|

計器及び緩予綴&之主を定めばる
により、 えけれなら
い許認及び予綴� 5きそを綴えfすマけ? 
ていないときは� J不可j と
る。� 

2 義務船舶局のある紛般に関設� 
する船舶地球局のば然な線ら設な綴につ
いてとらなけれ い機綴
については、次による。� 

(1) 当該船舶地球局(総トン数� 

300線海ト航域ン海の以みに上従をの事航船す行舶であって、� 国 するもの� (A 
1 るあの立立� 
びに� Al海域及び� A2君事域の

み設を航す行するもの第をく。除l)く。然)に 
弱 るものを条徐 の綴
設綴が、記長第35~~1 ~警の予 

儀号設又備は第の場3合芸き、の法う第ち35条の第捻畿… 2 

をとっていないときは、?湾立� 
可j とする。

(2)(1)以外の場合であって、次� 
に該当するときは、不可j と
する。� 

ア 舶総トン数� 300トン際以航上の
船であって、悶� j絡に� 

従事海行をす航域す行る及るすびものも(A1海ぴ域のにAみ るの滋域

な〉

Q) 

N 
ケ竹剣剛愉倫‘、

(!) 

織徐1i'i:lJOC1kUA  2法
統すものそく。〉の�  
機に機あっては、 務35条鐙2究各
事きの畿のうちこの捻 を
とっていないとさ。

のみを

た
郵
た

につては、平� 4年主
により、号務71{告示港第� 

治 に 裂 の た め 備 え �  
N 
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本自選するときは、「不可jとする。3) 1.

後減殺綴 滋源設備の区分(補助霞滋又は 工事設計書と本自選するときは、
そ子市務電線、非常矯源、発動発電機 次による。
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(3) 純綿器の照明� 総トン数300トン以上の船舶の
義務船舶潟毒事については、その無
線設備の制御総合十分照明できる

ず
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1 法第32条に授定する紛結局の 訴の法〉の適用を受ける平成� (l) 巡慾2援に語字予言灯そを備え付け
言十器及び予備品については、そ 7年� 1汚31B以前に建造され ていないとさ計二tJ不可j とす

回非常灯及び連絡設備(j尽法 工事設計擦と相滋するときは、
〈平成� 3査手法律第67号の改正 次による。
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{rr江 の種類及び綴数(数量〉を確認 たもの又は建造に着手された
する。 船豊富に潟設した紛競馬のを}の
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法
的
対
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(1) 計器� 船舶燃のi創設設備(施行規則第� 
30条第2演の規定に主義づき、計告書
の備付けそ~1l智雄各でざる船舶潟の送
僑絞(勝者を!徐く。)については、同
条第 l項:g.長去に掲げる針縫を綴え
付けていないときは、「不五JJとす
る。� 

(2) そ子機品� l 船船筋の無線設備(空中電力� 
10W以下のもの、� 26.175MHz
定震える周波数の鐙波を使用する
もの及び兵備童数波を装鐙しない
ものそ除く。〉については、各装
綬ごとに、施行規則第31条第� 1
現各芸きに掲げる予備品そを備え付
けていないときはJ不可j とす
る。ただし、各議讃に共通に使
郊でさるものについては、裟墨
ごとに鍛え付けることを要しな
い。

(4) 議長務総紛然線局の善事常灯で
あって、補助設機の意義務、から
霊感カの供給惑と受けるものにつ
いては、滋徳操作そを行う佼鐙
及びi薮傍室長の入口に近接した
{立長撃にある繍関務の操作によ
り点滅できないときは、「不
可Jとする@� 

(5) 滋僚主主が航海船橋以外の場
所にあるものについては、当
該i創設議と航海船橋との簡に
巡絡設備の備付けがないとき
は、容易に直接対話できる場
合を除き「不可j とする。� 
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電気的特性

総

のiE弦波で変調し、上500Hz1，
側波帯の潤波数を測定する。� 

4 周波数偏位の変調方式の無線

V
吋

設備にあっては、マーク及びス
ペース時の周波数備位を符踏まし
て測定する。

感武山川時〉 

叶
一
部
一

(6) 義務船舶無線議信局(総ト
ン数500トン米満の溜際航海
に従事する船舶(旅客船及び
漁船を除く。)、総トン数

トン米織の遠洋広域又6001，
は近海区域を航行する船船
{旅客船を除く。)であって劉

際航海に従事しないもの及び
総トン数300トン未満の船舶
を除く。)に備え付ける漣絡設
備については、船舶内の主た
る連絡設緩から独立していな
いとき又は間待に音声を送り
及び受ける設綴がないとき
はJ不可j とする。� 

3 氷雪霊祭毒すの強度� 

5 単側波手持の議波号を{復刻する然
線設備にあっては、変貌周波数� 
1，500Hzの正弦波そを変設関係長号入
カ端子に入力し、送儀袋殺の出
力電力を定格出力の80%にした
ときのスプリアス発射の強度後
測定する。� 

6 

1 原おとして設綴規員1jj'JIJ:a受第3
号における不婆発射の強疫の許
容獲を規定する湾波数綴磁のう
ち� 9kHzから� 11告GHzまで又は
中心湾波数の� 2倍の周波数のう
ちいずれか高い周波数までの潟
波数範囲で測定する。� 

2 無線設備の構成(ろ波器、増
幅器、導波管その他の機器の使
用の状況等)により、特定の周
波数範劉において明らかに許容� 
f穫を満足することが統知の周波
数特性を示す書類等により合理
的に確認できる場合は、その殺
を記載することで、当該周波数
範関のill.U定に代えることができ
る。

また、給電点から後段で使用
する機器により不要発射が減表
することが明らかなときは、設IJ
定緩から減衰量により矯IEした
儀後測定緩とすることができ
る。� 

3 !l要員5として無線設備を逮予言の
変貌状態で動作させたときに給
議線に供給される潟波数ごとの
不察発射の平均電力〈無線機佼
幾務者を行う然線局及び30MHz
以下の潟波数の震波を単綴波携
で綾熔ずる護金総局の送信設備に

終電察{銭安超えるときは、「不可j

とする。� 

を超えるときは、� f不

2 無線設備を無変調の状態で動
作させたときの搬送波の周波数
を測定する。� 

3 単側波幣の霞波を使用する無
線設備にあっては、変調周波数

N
m
H

度の許容鐙を規定する周波数総 送波議カさましくは平均電力と比
密において、その鐙を澱定ずる。� 絞したま愛疫不要発射の強度とす

る。ただし、滋争訟の動作状態が

波数帯内の任意の
2 発援方式に係わ

然変調であるもの又は変調させ

w
定し、裁定する。� た状態での測定が不可能なもの

については、然変調状態におい

M
W

3 長室長きとして無線設綴をそ然変滅 て讃!JtEした綴を測定値とする。� 
状態で動作させたときの茶港湾
波数における平均電力と、あら 4 不幾多義射の強度は、設備規則� 

出

命 

ゆ
川
一

的 

あっては、尖毅意義カ〉を測定し
1 原則として設備規則限表第3 許護軍緩を超えるときは、� f不可j た綴又はその績を設備規郎別表
号におけるスプリアス発寄せの強 とする。� 第� 3手きに定めるところにより搬

山
門
良
川
ケ

合
む
吋

ゆるスブリアス発射が予怒され j'JIJ語気然3勾に規定する参照帯域

る潟波数についてもスブリアス 機滋たりの僚に換算したもの

発射の強度とを比較した遂又は そ、問淡に規定する贈位で記載

スプリアス発射の強度を測定し する。� 

た緩とする。� 

4 測定{穫は、設備規郎別表第3 
4警に規定する単位で記載する。

5 震設界
は、 際禁容器
少ないきを

乙
で
。
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占有周波数帯幅� l 変調方式ごとに、向一周波数 許容儀を超えるときは、「不可j

帯内の任意の� l周波数を選定 とする。
し、測定する。� 

2 無線設備の通常の運用におけ
る変調状態で測定する。ただし、
周波数偏移、周波数係位、変調
度又は送信スペクトラム等の測

(ro

定に代えることができる。

」
寸
戸
諒
設
な
)
�
 

N
は Z 平� 

装、

録局

で
掲もでにる

以き

S(
出 盤狭以下帯� rDSCJ刷とい 刷伍

う耳lは 域爵接と印。電)信 は
装霞� NBDP」lま い う に �  
よる通信の場合平均電力

γ
主J 

不

話に 又はN 

BD 

備で につい

ては W J
い場合� 

「不以可下� できな

3 F3E電波信を使び用する無線電
によるDSC及による通話通

調規

信掲船舶げを行局るう� RR付録第波18号のす表

はる、� 6W の波場 源備lの(。補無) 電設、� 米の
に接続する合をむは不
可」とする。� 

(2) 低下装置の備付けを要する� l 空中線電下空すが75W以上の送信力中
もの 震は、 線電力を50%まで

装 ることができない容易に低
ときは不可Jとする。� 

2 4MHzから26.175MHzまで

の捜第壁蓄の喜ま、71童第に書1か星項か高の杭劃官信ず器
員則� 線のd
置 を く は
その 電力を75W 下に、� 
75%以中内」とに容易に低以下する
ことができないときは 不可」
とする。� 

3 F3E電波を使用する船舶付の電
の送装であて、�  RR
第波18信号使わの表俊すずに掲つげる周波数ぴ

及す� 用を るものは� l線 2に
か か ら 、 そ の 空 中 電 力 を �  
1W以下なに容易に低「下 ること
ができ いときは、不可」とす
る。� 

げを信あ

w主使号式主力こと信のすに用をと装表すがよるi lに給ー付空低の「きう多数のは持分て周容行と割波そ易つる4 aRR 自電不録下中買続第線す波可の方電四をる� 2置り遜

のは
ードに
ない 不可」する。� 

6 変調特性 基準とすに適合しないときは、「不
電数 の型 」とに、 意の� 1変周波

指波定を受式けザた周波f数線壬帯における
可」る。

を選数定し、 当該度無 設備定備規すの
周定波す 又は変調従 を設測 則に

る条件にって る。� 

2 J長よ合ω3量るはEo4w0電通殺、0W「を波信不超以害及可を下信え使Jびるに用主Dと低す主もすS崎のるるC無線篭
船無舶線局

の中 設

|山 電力値に制限があるもの I1 、接jに中波J短6続よと待30Wすす醐る5及電未重るるび.波信満場短の及無を合波使び量場を宇用言野合含Dのす語む無補，るC助又は設線は包j篭
無尖装線頭電電(話力ドよデる遜信の択場合呼 話

、、-ジタル遺 品u 備源iニう)線無開

l 原則として全ての周波数ごと
に、無変調の状態で動作させた
ときの電力を測定する。ただし、
発援方式がシンセサイザ一方式
の無線設備で、同一周波数帯内
の周波数の指定を複数受けてい
るものにあっては、周波数帯ご
とに、最低、最高、その中間等
の周波数を選定し、測定する。� 

2 単倶Ij波帯の電波を使用する無
線設備にあっては、試験設備に� 
1，500Hzの変調周波数によって
変調し、その変調入力レベルを
変化させて試験設備の飽和出力
の値を測定する。ただし、尖頭

許容値を超えるときは、「不可」
とする。
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篭カで測定するものにあって
は、試験設備に二つの変司高周波
数によって変調したときの試験
設備の尖頭電力の値とすること
ができる。� 

3 主搬送波を ~IJ搬送波で変調す
る方式のものにあっては、副搬
送波の入力レベルを最大にした
ときの電力を測定する(この場
合、劇搬送波は規定値内(変調
湾波数450Hz以上)で変調し、
主搬送波を変調� (70%以上)す
るものとする)。� 

4 能率換算によって算出する場
合は、昭和34年郵政省告示第� 
683号第� 5項第� 3号に定める算
出方法による。� 

5 空中線電流によって算出する
場合は、昭和34年郵政省告示第� 
683号第� 2項によるものとする。� 

6 空中線電力の指定に係る筒所
と実際に測定を行う箇所が相違
するものにあっては、その関に
挿入されるろ波器や高周波減表
器等の損失又は減衰蚤を併せて
記載する。
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校l 官憲気的特性の検ままについては、できる怒り擬似空中線回路を使用し、又はシールドルーム� 

i々において検査を行うこと。

注2 送信装療のうち、重注式検定に合格した然線機総又は適合表示然線設備については、占有燭

スヅリアス発射又はコド袋発射の強度及び燐銭チャネ}v漏えい議カの強度の検査を重吉

田告することができる。

注� 3 '本災終方法等によるほか、{協の3言法によって実施する綴合は、その実施の方法及び祭主義の

総築後記載すること。

総合試験

検査を実施する然線長警の然線設備が正予言に動作し、滋核無線局の目的が途成されるかどうかを

総合的に判断するためも以下iこより実地に滋銭安行って、そのi蚤fさの状況毒事唱を確認する。
無縁談繍の操作そを行う場合は、当該無線R警に滋径された無線従事者が行うものとする。

4 船総長liE綴織llls段跡袋綴 ときは、� 

6時間状かごと認はに意す発義波射が発射され
ている慾そE又 できる状態
にある 害復 る。� 

5 特殊はな設次備及とび総震とす装震につ
いて、 のおり る。

適設備合媛し員な立第48費量に、規「定する条とす
聞ジを計測し利た後得網に、認整短詰 レ る。ン� ‘ i湾総、� すST 

出苦寺レーダーについては、起綴動 件
Jに いときは不可� 

C FTC、 について 示緩
により動作状況を磯 る。

の示況

手ィ� 
また去プン訂にグ� 動主テい能智てィレ又そンは弘ダグの手}機動動能!作プ日が状ッ

…51つ自ッ機i 豊
加捕のーそさ去認く及すに 付

を縫消 る。� 

(2) 綴j二設然線航法装表蜜について 良好とすにる動。作しないときは、� fコド
;立、渡後 位ら鐙f蓄の 示及び議す室滅 河J
投ま入か 確号を捕すそく あ

での持腐を認る。� 

しないときは、「不
(3) 衛星無校の佼線ま疑航法淡事後室援について

は、現時 綴公のf 示認及すび協定
世界 をる。

と

良好とすにる動。作しないときは、「フド
員JJ 

2 給総;地球局 遜信できないとfきは、爽縫地デ滋{適タ雷の感度ら及通び状号号機皮又は
受 一等ーか 億況につい する。
で、その否を調べる。

O
F

寸
�
 総合試験の方法等� l 検変の成績総
件
、
土 野崎容潟 l 無線意義徳又は無線電話につい

ては、次のとおりとするα
e

)

 

(1)設備ごとに任意の� 1潟波数
を選定して実地滋{議後行い、
無線電信については、感度、
明瞭皮及び予著書せの官否認を、 無
線鎗昔話については感度及び明
練度疫機5恋する。

主主主 (2) 然線苦慮話について、(1)によ
特許 ることが姻難な場合は、後滋

のi淘波数を使F脅して震設波を
発射し、他の無線局警察の受信
機を尽いて感度&び軽号線漢を
確認するとともに、任意の湾
波数の滋後者を塁走鑓して感度を組 磯認する。
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通信できないと浅はJ不可」と
する。
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良好に動作しないとさはも� f不
可Jとする。� 
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(2) (1)によることが磁英語である i良好に動作しないときは、「不
場合は、自己診断獄激による!可j とする。
動作確認に代えるととができ!
る。引

守
的
吋
料
品
券

3 船総長3動機別装置又は慾易裂 良好に重喜子学しないときは、「不 注 本実施方法考察によるほか、総の方法によって実施する場合は、その笑絡の方法及び実施の終祭
船線路菱総選護軍当装慢については、 可」とする。� を記載することや
次のとおりとする。� 

合意義総争抑制限総11阪が十長DIC'
(1) 鉛総密動議jjlJ装讃又は然J.!ij
裂船給自動議射線緩そ動作さ 華料綴話路綱相IÞ倒各紙幣診察滋(除後《沿線袋線与総与コ+Kn!t')総 11 十項長持~.;:，誌側総.1J食器惑い 18111ê8 喜望

における終的綴線及び動的情
号~!1機わ1\t)' 鈴i~昔話感桝給量挙事高等寧妙込 lと小受話~8桜潔沢潔紛糾þ議議議室雲 Q3援 <!n~議議採 8総長まま:g:よさ量豊穏 8せ、他の総総長寺dニ殴動司王ード
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~古1:1 1与j告さ 8 .L6小!1{P.t世まの。報の更新の状況の良~を確認
する。 医トをさ11十111社制〈江口11十兵m 縫製祭4く凶 士号 詩襲撃を


